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（整理番号 2316）  

長野地方最低賃金審議会  

第３回長野県計量器等専門部会 議事録  
 

                     令和６年４月１７日 公開 

開催日時  

場所  

 
令和５年１０月４日 9 時 55 分～11 時 58 分  
長野労働局 １階会議室  

出席状況  

公 益 代 表 委 員  出席 ３人  定数 ３人  

労 働 者 代 表 委 員  出席 ３人  定数 ３人  

使 用 者 代 表 委 員  出席 ３人  定数 ３人  

主要議題  

１ 長野県計量器等最低賃金の改正審議について  

２ その他  

議 事 録 

 

 ○古畑賃金室長 

それでは、長野地方最低賃金審議会長野県計量器等製造業最低賃金専門部会

の第３回専門部会を開催いたします。 

本日の定足数の確認ですが、本日の出席者は、委員９名中９名の御出席をい

ただいておりますので、最低賃金審議会令第５条第２項の規定により、本部会

は有効に成立していることを御報告します。 

また、本日の専門部会は原則公開となっており、事務局で審議会会議公開要

綱第３条に基づき公開の公示をしたところ、傍聴希望者はありませんでしたの

で、報告いたします。 

資料につきましては、資料№１から５まで、本日時点における最新の経済状

況等の資料を配付させていただいておりますのでご確認ください。 

まず、№１は、企業短観経済観測調査（長野県）10 月２日付けの資料となっ

ております。№２は、長野県の金融経済動向 10 月２日付けの資料となってお

ります。№３は毎月勤労統計調査 ９月 29 日発表の資料、№４は景気動向調査

結果、長野県版、№５は最近の雇用情勢、９月 29 日発表の資料、以上になり

ます。 

今後の審議における資料にしていただければと思います。 

それではこれからの議事進行につきまして沼尾部会長、よろしくお願いいた
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します。 

 

 ○沼尾部会長  
おはようございます、よろしくお願いいたします。 

それでは議題（１）の「計量器等最低賃金の改正審議について」に入ります。 

本日は３回目ですが、実質２回目のご審議をいただくということになると思

います。前回の部会では、労側・使側それぞれの立場から、改正にあたっての

基本的な考え方を述べていただきました。 

改正金額の提示につきましては、労働者側代表委員から５５円の引き上げ、

時間額で１，０００円、使用者側代表委員から２２円の引き上げ、時間額で９

６７円の提示がなされて、引き続き審議を継続するとされたところです。 

本日は、労使がともに歩み寄っていただき、是非、全会一致で結審できるよ

う御協力方よろしくお願いいたします。 

さて、現状では労使双方の金額に隔たりがありますので、これからどのよう

に審議を進めたらよろしいか、御意見をお伺いしたいと思います。 

引き続き全体で審議を進めるか、あるいは、各側それぞれ個別にご意見を伺

うこととするかということですが、いかがでございましょうか。 

 

 ○沼尾部会長 

従来であれば個別でというお声がかかるかと思いますが。 

前回のやり取りを拝見していると、お互いの立場を理解、配慮したうえで、

ご発言が続いたような雰囲気なんだと察知したのですけど、やはり従来どおり

個別の方がよろしいのでしょうか、それとも、 

 

 ○山口委員 

   個別でお願いします。 

 

 ○沼尾部会長 

   個別でよろしいですか。 

 

○井出委員 

  お願いします。 

 

○沼尾部会長 

それでは、個別で協議を進めるとの御意見がありましたので、個別協議で進

行していくことにいたします。 

まずは、公・労、次いで、公・使の順でお願いいたしたいと思います、使側

委員は一旦席を外していただけますでしょうか。 
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 ＜ 個別協議 ＞  
                 
 ○沼尾部会長 

先程新たに労側からご提示いただいた金額を使側にお伝えいたしました。 

その結果ですね、依然として双方の主張に開きがあると認めざる得ないと判

断いたしております。本日中に双方の合意を得ることは困難と考えてございま

す。そこで、今後の審議の進め方について、労使のご意見をお伺いいたしたい

ですが、いかがでございましょうか。 

 

○山口委員 

  本来であれば、３回ということですけれど、おそらく考え方に大きな開きが

あると思いますので、もう少し検討させていただきたいと思いますので、予備

日を使わせていただければありがたいなと思います。 

 

○沼尾部会長 

  使側は。 

 

○井出委員 

  同様で、よろしくお願いいたします。 

 

○沼尾部会長 

  それでは、継続審議との意見でございますので、次回に継続して審議するこ

とにいたします。 

予備日として、１０月２５日(水)午前１０時からという日程が組まれていま

すが、この日時でよろしいでしょうか。 

 

＜「はい」などの発声あり＞ 

 

 ○沼尾部会長 

では、結論は次回に持ち越すことといたしまして、冒頭に再度、双方より金

額提示を行っていただき、全会一致で結審していただくようお願いいたします。 

その他、何かございますでしょうか。 

事務局。 

 

 ○古畑賃金室長 

次回部会の日時について確認させていただきます。 

１０月２５日(水) 午前１０時から、長野労働局２階会議室において開催い

たします。 

委員の皆様にはご出席をお願いいたします。 
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事務局からの説明は以上です。 

 

○沼尾部会長 

その他議題でございますが、労働者代表委員、何かありますか。 

 

 ○山口委員 

   特にございません。 

 

 ○沼尾部会長 

   使用者代表委員。 

 

 ○井出委員 

   ありません。 

 

○沼尾部会長 

それでは、本日はお疲れさまでございました。 

本日は以上をもって閉会といたします。 

   ご苦労様でした。 

 

閉 会 

 

 

 


